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都市計画法（開発許可、建築許可）に係るＱ＆Ａ 

法条文 目次 

●法第４条関係（定義） 

●法第２９条関係（開発行為の許可） 

●法第３０条関係（許可申請の手続） 

●法第３１条関係（設計者の資格） 

●法第３２条関係（公共施設の管理者の同意等） 

●法第３３条関係（開発許可の基準） 

●法第３４条関係（市街化調整区域における開発許可の基準） 

 ・第１号（日用品店舗、公共公益施設） 

 ・第４号（農林水産物処理、貯蔵、加工施設等） 

 ・第９号（ドライブイン、沿道サービス等） 

 ・第１１号（５０戸連たん） 

 ・第１２号（分家住宅、収用移転、既存宅地） 

 ・第１４号（開発審査会） 

●法第３５条の２関係（変更の許可等） 

●法第３６条関係（工事完了の検査） 

●法第３７条関係（建築制限等） 

●法第４０条関係（公共施設の用に供する土地の帰属） 

●法第４２条関係（開発許可を受けた土地における建築等の制限） 

●法第４３条関係（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限） 
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法第４条関係（定義） 

Ｑ１ 工場跡地を分譲住宅として利用するが開発行為に該当するか。 

Ａ１ 新たに道路等を新設するなど、土地の区画形質を変更する場合は開発行為に該当します

が、単なる分合筆による権利区画の変更やへい、かき、さく等の除却、設置が行われる

にとどまる区画の変更であれば開発行為に該当しません。 

 

Ｑ２ 開発区域の内外をまたぐ筆は分筆する必要があるか。  

Ａ２ 開発許可申請時点では、○○番の一部でよいですが、開発区域を確定するため工事完了

公告までに分筆が必要です。 

 

Ｑ３ 特定工作物の定義とは。 

Ａ３ 第一種特定工作物と第二種特定工作物があります。 

  ① 第一種特定工作物とは 

     コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント及び危険物の

貯蔵又は処理に供する工作物 

    ② 第二種特定工作物とは 

     ゴルフコース（規模の大小を問わない）及び１ha 以上の規模の運動・レジャー施設

（野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、サーキット、墓園、ペット霊園など）   

 

Ｑ４ 開発区域とは。 

Ａ４ 開発行為をする土地の区域をいいます。 

    土地の利用目的、物理的形状等からみて一体と認められる土地の区域について、その主 

たる利用目的が建築物に係る区域をいいます。 

 

Ｑ５ 公共施設の定義は。 

Ａ５ 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設で

す。なお、財務省が管理者である里道、水路については普通財産と考えられるため公共

施設には該当しません。 
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法第２９条関係（開発行為の許可） 

Ｑ６ 開発許可申請にあたり土地を所有しておく必要があるか。 

Ａ６ 土地は借地でもかまいません。 

    ただし、「分家住宅」、「指定集落内建物」等属人性のある開発行為については、土地を取

得しておく必要があります。（将来相続で土地を取得する見込みのあるときはこの限りで

はありません。） 

 

Ｑ７ 一体開発とみなされる場合は。 

Ａ７ 一体の開発行為としてみなされるのは、 

    ①行為主体の同一性 

    ②造成予定地の利用目的 

    ③物理的位置関係（隣近接の程度） 

    ④時期的関係（既存の造成と新規造成計画（３２条）が１年以内の場合） 

     等からみて、土地利用行為が一体不可分で一連のものと認められる場合です。 

 

Ｑ８ 開発許可と他法令との関係は。 

Ａ８ 開発許可を受けなければならない開発行為が農地法、森林法、砂防法等他の法令による

規制を受けることとなる場合においては、原則として同時に許可等が必要です。 

 

Ｑ９ 開発申請から許可までにどれぐらいの期間を要するか。 

Ａ９ 申請書を提出されてから、許可又は不許可の処分をするまでの標準処理期間は３０日か

ら６０日としています。なお、申請書の不備又は補正に要する期間は標準処理期間に含

まれません。 
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法第３０条関係（許可申請の手続） 

Ｑ１０ 開発許可申請書はどこに提出し、どこで許可、不許可の処分がなされるのか。 

Ａ１０ 開発許可申請書の提出先は、佐賀市建築指導課です。 

     申請の際は佐賀市手数料条例により申請手数料が必要となります。申請については、

手数料の納入によって受理されることになり、午後２時ごろまでに建築指導課窓口に

申請いただければ、市役所１階の銀行で手数料を納入することができますので、その

日に受理することが可能となります。 
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法第３１条関係（設計者の資格） 

Ｑ１１ 開発許可申請の設計に係る設計図書は、どのような者が作成する必要があるか。 

Ａ１１ 開発区域の面積が１ｈａ以上の場合は、都市計画法施行規則第１９条第１号及び第２

号に規定する資格を有する者（※）が作成する必要があります。 

１ｈａ未満の場合については法律で定めのある場合を除き行政書士又は行政書士法人

でない者が、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは法律で禁じられて

います。 

 

     ※学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（短期大学を除く。）又は旧

大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学において、正規の土木、建築、

都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関し

て二年以上の実務の経験を有する者 など 
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法第３２条関係（公共施設の管理者の同意等） 

Ｑ１２ 開発許可申請にあたり公共施設の管理者の同意等が必要ですが、具体的内容は。 

Ａ１２ 開発区域内にある既存の公共施設のほか、開発区域外にあって、開発区域に接続する

こととなる道路や、開発行為の実施に伴って変更又は廃止されることとなる公共施設

の管理者と協議し、同意を得る必要があります。また、開発行為又は開発行為に関す

る工事により新たに設置される公共施設について、公共施設の管理者となるべき者と

協議をしなければなりません。 

 

Ｑ１３ 開発区域外の道路が位置指定道路の場合はどうなるのか。 

Ａ１３ 開発区域に接続することとなる道路が位置指定道路等、私道である場合は公道に至る

道路部分すべての所有者、管理者の同意が必要となります。 

 

Ｑ１４ 同意・協議はどれぐらいの期間を要するか。 

Ａ１４ 市が管理を行う公共施設（道路、河川及び緑地）については申請書を所管課に提出さ

れてから、同意・協議手続きが完了するまでの標準処理期間は３０日としています。

なお、申請書の不備又は補正に要する期間は標準処理期間に含まれません。 
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法第３３条関係（開発許可の基準） 

Ｑ１５ 「自己の業務の用に供する」とは。 

Ａ１５ 当該建築物内において継続的に自己の業務に係る経済活動が行われることです。 

      該当するもの・・・ホテル、旅館、結婚式場、工場、社会福祉事業、社員寮等 

      該当しないもの・・・分譲住宅、賃貸住宅、貸事務所、貸店舗、有料老人ホーム等 
 

Ｑ１６ 自己の居住の用に供する住宅に係る開発行為の道路配置要件について。 

Ａ１６ 都市計画法上、自己の居住の用に供する住宅に係る開発行為において道路要件は    

ありません。ただし、建築確認にあたり建築基準法上の接道要件を満たす必要があり

ます。 

 

Ｑ１７ 敷地に接する道路要件について。 

Ａ１７ 予定建築物等の敷地の規模等に応じて、６ｍ以上１２ｍ以下で国土交通省令で定める

幅員（小区間で通行上支障がない場合は、４ｍ）以上の幅員の道路が当該予定建築物

等の敷地に接するように配置されていなければなりません。具体的には住宅であれば

６ｍ以上、住宅以外であれば９ｍ以上（ただし開発区域の面積が１，０００㎡未満の

場合は６ｍ以上）の道路が配置されていなければなりません。ただし、開発区域の規

模及び形状、 開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによる

ことが著しく困難と認められる場合であって、環境の保全上、災害の防止上、通行の

安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路で国土交通

省令で定めるものが配置されているときは、この限りではありません。（都市計画法施

行令第２５条第２号） 

 

Ｑ１８ 開発区域内の主要な道路が接続すべき開発区域外の道路要件について。 

Ａ１８ 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員９ｍ(主として住宅の建築の用に供する

目的で行う開発行為にあっては、６．５ｍ)以上の道路に接続していなければなりませ

ん。ただし、周辺の状況によりこの定めにより難いときは、開発区域の規模、予定建

築物の用途等を勘案して、幅員４ｍ以上の道路に接続すればこの限りではありません。 

      

Ｑ１９ 公園の設置要件について。 

Ａ１９ 公園、緑地、広場の配置と規模についてまとめると次表となります。 

開発区域の面積 公園等の種別 

開発区域の面

積に対する公

園等の総面積 

内容 

０．３ｈａ以上～

５ｈａ未満 

公 園 、 緑 地 又 は 

広場 

3%  

５ｈａ以上～２０

ｈａ未満 

公園(※公園、緑地

又は広場) 

3% １箇所３００㎡以上（そのうち１

箇所以上は１，０００㎡以上） 

２０ｈａ以上 公園(※公園、緑地

又は広場) 

3% １箇所３００㎡以上（そのうち２

箇所以上は１，０００㎡以上） 

   ※予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場 
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Ｑ２０ 開発行為に伴う消防水利の設置について。 

Ａ２０ 消防水利については、法第３３条第１項第２号で「消防に必要な水利が十分でない場

合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。」とされ、公共の用に供する空地に位

置づけられており、適切に配置しなければなりません。消防水利施設については、当

該区域を所管する消防長の同意を得る必要があります。 

 

Ｑ２１ 開発行為に伴う調整池の設置について。 

Ａ２１ 開発面積が１ｈa 以上の開発行為については、原則として、一時雨水を貯留する調整

池を設けなければなりません。 

      設置基準は、佐賀県県土づくり本部河川砂防課の“大規模開発における調整池の設置

基準（案）（平成２４年４月）”によるものとします。 

 

Ｑ２２ 給水施設について。 

Ａ２２ 開発区域内の給水施設は、予定建築物の用途、規模等により想定される需要に支障を

きたさないような構造及び能力で適当に配置されている必要があります。また、この

ことについては水道事業者と協議が必要です。 

 

Ｑ２３ 申請者の資力・信用について。 

Ａ２３ 次表の○に該当する開発行為においては、申請者に資力及び信用があることが必要で

す。 

提出する書類としては、申請者の資力及び信用に関する申告書、資金計画書、法人の

登記簿謄本（個人申請の場合は住民票）、納税証明書となります。 

予定建築物等の用途 開発面積 

１ha 未満 １ha 以上 

自己の居住用住宅 × × 

自己の業務用建築物 × ○ 

自己の業務用第１種特定工作物 × ○ 

自己の業務用第２種特定工作物 × ○ 

その他の第２種特定工作物 ○ ○ 

その他 ○ ○ 

 

Ｑ２４ 開発許可申請に必要な同意は。 

Ａ２４ 開発区域内の当該開発行為の実施の妨げとなる権利を有する者の同意が必要です。 

     土地については所有権、永小作権、地上権、貸借権、質権、抵当権、先取特権等を有

する者のほか、土地が保全処分の対象となっている場合には、その保全処分をした者

を含みます。工作物については所有権、貸借権、質権、抵当権、先取特権を有する者

のほか、土地改良施設がある場合はその管理者を含みます。 
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法第３４条関係（市街化調整区域における開発許可の基準） 

第１号（日用品店舗、公共公益施設） 

Ｑ２５ コンビニエンスストアは、第１号で許可を受けられるか。 

Ａ２５ 別途定める開発行為取扱基準（日用品店舗等）に該当するものであれば、第１号で許

可が可能となります。 

 

Ｑ２６ どういった用途が、第１号で許可を受けられるか。 

Ａ２６ 日用品店舗のほか、はり、きゅう、あん摩、農協事務所、ガソリンスタンド、農産物

直売所等が可能となります。ホームページに第 1 号の日用品店舗等の例示を掲載して

おりますので、参考としてください。 

    なお、コインランドリー（クリーニング取次店は除く。）については許可できません。 

 

Ｑ２７ 平成１９年１１月３０日以降は社会福祉施設に係る開発行為も許可が必要となったが、

第１号で許可を受けられるか。  

Ａ２７ 第１号で許可できる社会福祉施設は通所系の施設(ただし、入所施設であって定員１０

人未満のものは該当する)で、別途定める開発行為取扱基準に該当するものです。第１

号に該当しない社会福祉施設は別途佐賀市開発審査会の議を経て許可できる場合があ

ります。 

 

Ｑ２８ 第１号の１００戸以上の住宅はどのように数えるか。 

Ａ２８ 専用住宅、共同住宅のほか、有料老人ホーム、サービス付高齢者住宅も住戸数で住宅

として判断します。なお、特別養護老人ホーム等は社会福祉施設との考えから住戸数

に数えることはできません。 

     

Ｑ２９ 第１号で開発許可を受け建築した食堂をパン小売店にしたい。用途変更にあたるか。 

Ａ２９ 用途変更にあたり、都市計画法第４２条第１項ただし書の用途変更許可が必要です。 

 

第４号（農林水産物処理、貯蔵、加工施設等） 

Ｑ３０ 第４号で許可を受けられる農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物とはどのよう

なものか。 

Ａ３０ 法第２９条第１項第２号で適用除外とされない農業、林業若しくは漁業の用に供する

建築物で、以下のような業種の用に供する建築物が挙げられます。 

     畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜かん詰・果実かん詰・農産保存食料品製

造業、動植物油脂製造業、精殻・製粉業、砂糖製造業、配合飼料製造業、製茶業、で

ん粉製造業、一般製材業、倉庫業 
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第９号（ドライブイン、沿道サービス等） 

Ｑ３１ 第９号のドライブインを建築するにあたり、どのような基準があるか。 

Ａ３１ 第９号で許可される沿道サービス施設としての休憩所とは、一定の交通量がある道路

における道路使用者の休憩のための施設であるため、駐車場の設備や休憩のための座

席等のスペースが備わったものであるべきとされています。具体的には、直近の全国

道路交通情勢調査による平日昼間の１２時間交通量が原則として５，０００台以上の

道路区間であり、客席数に応じて必要な駐車場が設置されている必要があります。 

 

第１１号（５０戸連たん） 

 Ｑ３２ 第１１号（５０戸連たん）の基準ではどのような用途の建築が可能か。 

 Ａ３２ 第１１号については佐賀市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例

及び施行規則により許可することとなります。許可できる用途として、専用住宅、兼

用住宅、小規模な日用品店舗等があります。 

 

Ｑ３３ ５０戸連たんの対象となる土地は。 

 Ａ３３ 条例で指定する土地の区域である必要があります。詳しくは建築指導課にご相談くだ

さい。 

 

第１２号（分家住宅、収用移転、既存宅地） 

Ｑ３４ 第１２号の基準ではどのような用途の建築が可能か。 

Ａ３４ 条例により分家住宅、収用移転による建築物、既存宅地における建築物が可能となり

ます。詳しくは建築指導課にご相談ください。 

 

Ｑ３５ 分家住宅として許可を受けるにあたり、どのような基準があるか。 

Ａ３５ 申請の内容が次の各項に該当するものであることが必要です。 

    １ 土地の所有関係については次の各号に該当するものであること。 

    （１）本家又は申請者が申請地以外に宅地として適当な土地を有していないこと。 

（２）申請地は本家又は申請者が線引き前から引き続き所有していたものであること。  

    （３）申請地は原則として既存集落内又はそれに近接する土地であり、開発面積はお

おむね５００㎡以下であること。 

    ２ 分家の範囲については民法（明治 29 年法律第 89 号）第 725 条に定める親族

の範囲に該当する者で、親等と同居している者又は以前に同居していた者で、相続

又は贈与により当該土地の所有権を取得する、いわゆる本家の世帯構成員であった

ものであること。 

    ３ 申請者が自己の住宅を所有しておらず、かつ独立する合理的事情があること。 

    ※計画される場合には事前に建築指導課にご相談ください。 
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Ｑ３６ 分家住宅、既存権利住宅として許可を受けて建築したが、一般自己用住宅に変更した

い。許可を要するか。 

Ａ３６ 法第 42 条第 1 項ただし書又は法第４３条第１項の用途変更許可が必要です。 

     分家住宅や既存権利住宅を第三者への譲渡等により一般自己用住宅へ用途変更する場  

合は、第 11 号の 50 戸連たんに適合しているか、又は、佐賀市開発審査会付議基準

により建築後１０年間以上適正に使用された建築物、若しくは建築後２０年間以上経

過している建築物でやむを得ない事情が認められることなどの要件を満たす必要があ

ります。 

    

Ｑ３７ 線引きされた際、既に宅地であった土地（既存宅地）に建築物を建築する場合、許可

が必要か。 

Ａ３７ 原則高さが１０ｍ以下で、第二種低層住居専用地域に建築できる建築物であれば、許

可を受け建築できます。 

     ただし、従前の建築物（適法に使用されている建築物）の敷地の範囲内での建替えで

ある場合、建替え後の床面積の合計が従前の建築物の床面積の合計の１．５倍以下（専

用住宅の場合は１．５倍以下と２８０㎡以下のどちらか大きい方。）であり、構造及び

用途が従前と同一であれば許可を要しません。 

 

第１４号 

Ｑ３８ 有料老人ホームとして許可を受けるにあたり、どのような基準があるか。 

Ａ３８ 申請の内容が次の各項に該当するものであることが必要です。 

     １ 老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人ホームで、福祉施策の観点から支

障がないと判断され、次の各号のいずれかに該当するものであること。 

(1) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条第１項の登録を受けない有料老人

ホームについては、設置及び運営が佐賀県の策定する「佐賀県有料老人ホーム

設置運営指導指針」に適合しており、かつ、福祉部局と連絡調整の上、安定的

な経営確保が図られている、又は図られる見込みがあると判断されるものであ

ること。 

(2) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条第１項の登録を受ける有料老人ホ

ームについては、設置及び運営が同法第７条第１項各号の基準に適合しており、

かつ、佐賀県の住宅部局及び福祉部局と連絡調整の上、安定的な経営確保が図

られている、又は図られる見込みがあると判断されるものであること。 

２ 権利関係については、利用権方式又は賃貸方式であること。（分譲方式は認めな

い。） 

３ 有料老人ホームが近隣に立地する病院、特別養護老人ホーム等が有する医療又は

介護機能と密接に連携しつつ立地する必要があるのか、入居一時金及び利用料に関

する国の基準等がある場合であって適正な料金設定がなされているのか等、施設の

機能、運営上の観点から総合的に判断して市街化区域に立地することが困難又は不

適当であること。 

４ 都市計画の観点から、支障がないと判断されるものであること。 

５ 敷地の面積が、利用者数等の事業規模に見合った計画がなされていること。 

※計画される場合には事前に建築指導課にご相談ください。なお、既存宅地における

建築物でも可能であり、その場合は法第３４条第１２号となります。 
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法第３５条の２関係（変更の許可等） 

Ｑ３９ 変更許可を受ける必要があるのは、どのような場合か。 

     また、変更許可は必要ないが、届出が必要なのはどのような場合か。 

Ａ３９ 既に許可を受けた開発行為で完了検査前に以下の内容を変更しようとする場合には、

変更許可を受ける必要があります。   

     ア 開発区域(開発区域を工区に分けたときは開発区域又は工区)の位置、区域、規模 

     イ 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途 

     ウ 開発行為に関する設計 

     エ 工事施行者 

     オ 自己用・非自己用、居住用・業務用の別 

     カ 市街化調整区域内において行う開発行為については、当該開発行為が該当する都

市計画法第 34 条及びその理由 

     キ 資金計画 

 

       なお、以下に示す軽微な変更を行う場合には、変更許可ではなく届出が必要です。  

     ア 設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更であって、次に掲げる以外の

もの 

      ・予定建築物等の敷地の規模の１／10 以上の増減を伴うもの 

      ・住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該

敷地の規模が 1,000 ㎡以上となるもの 

     イ 工事施行者の変更（１ha 以上の自己用の開発行為又は非自己用の開発行為にあ

っては、工事施工者の氏名、名称若しくは住所の変更に限る） 

     ウ 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 
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法第３６条関係（工事完了の検査） 

Ｑ４０ 検査を受ける場合に提出する書類は何が必要か。 

 Ａ４０ 書類については以下の書類が必要となります。 

・工事完了届出書（様式１９） 

・工事写真 

・工事完了届チェックシート 

・開発行為に伴う他法令の許可を受けている場合は他法令の工事完了届等の写し 

 

Ｑ４１ 書類の提出時期はいつか。 

Ａ４１ 工事完了届出書、工事写真等の提出については、検査予定日の 3 日前(土、日、祝祭

日除く)までに提出してください。なお、３日前までに提出されないときには検査日を

変更させて頂く場合があります。 

 

Ｑ４２ 他法令等の手続きはどうするのか。 

Ａ４２ 他法令の許可等を受けたものに関しては、完了検査前までに工事完了届等を関係部署

に提出してください。また、受付印がある写しを工事完了届出書に添付して検査の申

請をしてください。 

 

Ｑ４３ 完了検査を受けた場合、検査済証の交付及び完了公告までの日数はどの程度か。 

Ａ４３ 検査終了後、検査済証の交付及び完了公告までの日数は標準処理期間で２０日として

おります。なお、法第 32 条協議により市に帰属をすることとなった公共施設がある

場合、検査終了後、検査済証の交付までに帰属申出書等を市に提出していただく必要

があります。 
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法第３７条関係（建築制限等） 

Ｑ４４ 工事完了の検査及び公告前に建築工事に着手することは可能か。 

 Ａ４４ 原則として工事完了の検査及び公告前に建築工事に着手することはできません。 

     ただし、開発工事の工程上や施行上やむを得ない場合で、市が支障はないと認めた

ときは可能となります。なお、認めた場合においても開発行為完了前に建築物を使

用することはできません。詳しくは建築指導課にご相談ください。 

 

 Ｑ４５ どういった場合に第３７条許可ができるか。  

 Ａ４５ 既存の建築物等を開発区域内に移転し改築する場合、自己の居住又は業務の用に供

する建築物の建築を宅地の造成と同時に行う場合でこれを切り離して施工すること

が不適当な場合等が許可することができます。 

 

Ｑ４６ 開発完了前に建築確認申請はできるか。  

 Ａ４６ 建築基準法上、問題がないと判断される場合については建築確認申請が可能となり

ます。詳しくは建築指導課にご相談ください。 
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法第４０条関係（公共施設の用に供する土地の帰属） 

Ｑ４７ 公共施設の用に供する土地の帰属はどうなるのか。 

 Ａ４８ 法第 32 条協議により市に帰属することとなる公共施設については、完了公告の日

の翌日において市に帰属することとなります。そのため、完了公告前までに帰属申

出書等の関係書類を建築指導課に提出していただく必要があります。 
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法第４２条関係（開発許可を受けた土地における建築等の制限） 

Ｑ４８ 予定建築物が分譲住宅として開発許可を受けた土地において、店舗を建築したい。 

       許可が必要か。 

Ａ４８ 市街化調整区域の場合、予定建築物の用途変更に該当しますので法第 42 条第 1 項た

だし書の許可が必要となります。 

なお、市街化区域で用途地域が定められているところについては、用途変更許可は必

要ありません。 

      

 

Ｑ４９ 「分家住宅」、「指定集落内建物」等属人性のある住宅を農家住宅に用途変更する場合

は許可が必要か。 

Ａ４９ 通常、農家住宅を市街化調整区域に新築する場合は法第２９条第１項第２号で開発許

可及び建築許可は不要ですが、「分家住宅」、「指定集落内建物」等属人性のある開発許

可を受けた住宅を農家住宅に用途変更する場合は法第 42 条第 1 項ただし書の用途変

更許可が必要となります。 

 

Ｑ５０ 分譲住宅として開発許可を受けた土地において,区画数を変更する場合、許可が必要か。 

Ａ５０ 区画数を変更して多くなる場合、上水、下水等の公共施設の能力を確認する必要があ

るため、変更許可となります。また、変更して少なくなる場合についても公共施設へ

の影響等をもとに判断することとなります。 

    なお、農地転用許可を受けている場合は農地法の手続きが必要となる場合があります。 
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法第４３条関係（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限） 

Ｑ５１ 既存の建築物を建替えたい。許可が必要か。 

Ａ５１ 従前の建築物（適法に使用されている建築物）の敷地の範囲内での建替えである場合、

建替え後の床面積の合計が従前の建築物の床面積の合計の１．５倍以下（専用住宅の

場合は１．５倍以下と２８０㎡以下のどちらか大きい方。）であり、構造及び用途が従

前と同一であれば許可を要しません。 

 

     ※敷地を拡大する場合や用途が変更になる場合などは法第４３条第１項の規定に基づ

く許可が必要となる場合があります。 

 

Ｑ５２ 既存の建築物の用途を変更したいが、許可の基準は。 

Ａ５２ 許可の基準は、施行令第３６条に規定されています。 

      許可を受けられる建築物の用途については、法第３４条第１号から第１４号に該当す

るものとなります。 

      上記立地基準を満たし、排水施設の設計等技術的基準に適合していることが必要です。 


